
ではなぜ民間では、よいケアが提供 され

ないと言えるのか。もちろん、そ うとは言

えません。介護事業に民間企業の参入を促

すための方法は、ものす ごく簡単。開沼 さ

んの問いに対する答 えは、たった一つです。

介護がも うかる事業 になればいいんです。

介護がも うかる事業になれば、当然のごと

く民間企業は参入 してきます。介護がも う

かる事業になっていないために、現状のよ

うなサー ビス不足が起きているわけです。

そ うなればその次に、このような事業に、

も うか らな くて もかまわない と考 えるよ

うな非営利の事業体 とそれ にふ さわ しい

担い手 しか最終的 には残 らなくなるので

はないか とい う、開沼 さんの懸念は、まっ

た くそのとお りで しょう。

その問いの究極にあるのは、 「ケア労働

の値段はなぜ安いのか」 とい う問いです。

この 「ケア労働の値段がなぜ安いのか」と

い う問いについては、ここにい らっしゃる

立岩真也 さん と上野が、2009年2月 号の

『現代思想』の 「ケアワーク」特集で対談

をしてお りますので、どうぞそちらもご参

照 くだ さい。

ケア労働の値段がなぜ安いか とい う問

いは、 くりかえし問題 になってきました。

現状のケア労働の値段 を上げず、つま りケ

アに対する費用負担や労働条件 を改善す

るとい う意思決定 をしないで人手不足 を

解消す るためには、労働条件の低 さに合意

してそこに参入 してくれる労働者 、つま り

外 国人労働者 を入れ る しかない とい うこ

とになってきています。この問いに答 える

とい う課題 が残 っています。

それに対 しては、先ほどか ら何人かのコ

メンテーターの方か らすでにご指摘 をい

ただいてお りますので、最後の総括討論で

もう一度論 じることができれば、と期待 し

てお ります。以上です。

あと、各論文についてのコメン トをいた

だいたのですが、全体 としてこの本の構成

が どうなっているのか、各章の間にま とま

りがあるのか とい うことについての コメ

ン トや ご批判は どなたか らもいただいて

お りません。これについては、後の総括討

論にゆだねたい と思います。コメンテータ
ーの方々のコメン トによって明 らかにな

ったのは、む しろ各章の書き手の当事者主

権な どの概念に対する温度差や立場の違

いが、それぞれ に浮かび上がってきたこと

で しょう。別な言い方をすれば、このよう

な概念が現在形成途上にあ り、その過程で

こうい う提言が出ていることについて、最

後の総括討論で論 じることができれば と

思ってお ります。

大沢　 続いて6章 「福祉事業における非

営利 ・協同セクターの実践」について、池

田さんか らリプライをお願い します。

池 田徹　 足に障害があるので座ったま

まで失礼いたします。永野 さんのコメン ト

の中で最初に裏側の 「4.非 営利 ・協同セ

クターの福祉経営」とい うところの最初に、

「池田は、ワー コレの低廉 な価格や有償 ・

無償 を問わないイ ンフォーマルサー ビス

の必要性 を説いている」とおっ しゃってい

るのですが、説いてお りません。私は、こ

の本の中ではほとん どワー コレについて

触れてお りません し、それから他の文献で

も、む しろこの低廉な価格でワーコレが運

営 されて事業をやっていることに対す る

批判的な考察は してお りますけれ ども、こ

れ を肯定するよ うなことはしていません。

もしか した ら生活クラブ関係 の他の方が

こうい う考え方で書いてお られ るものが

たくさんあ りますか ら、それ と誤解 された

のではないか と思います。
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私は実は、この総論を書いた1つ の大き

な 目的が、最初の章で浅学にもかかわらず

あえて非営利 ・協同セ クターの定義づけに

こだわったのですが、それはなぜかとい う

と、よく読んでいただけるとわかると思 う

んですが、この非営利 ・協同セ クターの定

義を広 く規定 したい とい う意図があ りま

した。介護事業 とい うものを特殊化 して、

それ を担 うのが非営利であるべきだ とい

うふ うな言説が多 くあ りますが、私はあま

りそ うは思ってお りませんで、企業の参入

も必要であった と思っています。ですか ら、

nonprofitで はなくてnot-for-profitと

い うふ うに申しました し、それか ら上場を

してい るか どうか とい うところまで枠 を

広げて、企業の参入を認める、それを社会

的企業 とい う形で定義づけを したのは、こ

の担い手をできる限 り広めたい と考えた

か らです。

永野 さんがおっ しゃっているワーコ レ

に対す る批判的な考察 については、私はほ

ぼ ここに書かれているとお り同意 をして

お ります。このとお りだ と思ってお ります。

もう一つ私がこの中で言いたかったのは、

なおかっ社会的企業にまで広げたその担

い手が担えるのは、介護 ビジネスプラス介

護 関与事業です。一方、福祉の世界では、

貧困者等に対す る社会福祉事業 も重要で

すが、これ は、契約関係が成 り立たない分

野であ り、この社会福祉事業 を担 う主体 と

い うのは、やは り狭義の非営利 ・協同セク

ター とい うことになるのではないか と考

えて、その具体的な例 として千葉県の中核

センターの事例 について少 し触れました。

それか らも う1つ 申 し上げたいのは、ワ

ーコレについての、あるいは低廉な有償サ

ー ビスについての考察の中で、そ うはいい

なが ら現在の制度サー ビスのす き間を埋

めているのが、や はりこの有償の地域福祉

サー ビス とか低廉なサー ビス と言われて

いる部門なのであって、この部門にワーコ

レな り他のNPOが 自発的に低廉な価格

でそのサー ビスを提供することは否定す

べきことではない と思ってお ります。それ

に 「コミュニティ価格」とい うような理論

化をして、その価格構成 を正当なものとし

て位置づけることは誤 りであ り、それは永

野 さんがおっ しゃっているよ うな介護労

働全体の水準を下げてい く役割 を果 た し

て しま うとい う危険性があるのではない

か と思ってお ります。

それか らせ っか くなので宣伝 を します

けれ ども、私は、千葉県では、堂本知事の

もと、大沢 さんのおっ しゃる地方政府のモ

デル的な改革が行 われてきた と思ってい

るのですが、その改革の中で千葉県が独 自

につ くったのがその中核地域生活支援セ

ンター とい う、14カ 所 ある福祉総合相談

窓 口です。その中核セ ンターの事業につい

て、2月5日 午後8時 、NHK教 育テ レビ

の 「福祉ネ ッ トワーク」で放送 されますの

で、ぜひ見ていただきたいと思います。以

上です。

上野　 あ りがとうございます。上野がこ

こにお りますのは、ポイン トリリーフに入

るためです。次の章、大沢真理 さんによる

論文は、私が司会を担 当いた します。

それでは第7章 、大沢さんか らどうぞ リ

プライをお願い します。

大沢　 米澤 さんには私の論文を大変深

読み していただきまして感謝いた します。

3つ の福祉政府の うち、中央政府 と社会保

障基金政府に関 して当事者主権 あるいは

当事者運動がかかわる余地が明確に述べ

られていない とい うご指摘でしたが、全 く

その とお りです。その理由は、この場 合に
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地方政府 に割 り当てられる任務 は、個人個

人で多様な、また同一の個人においても時

間の経過によって多様になるニー ズに対

して、サー ビスないし現物 とい う形でこた

えてい く。それに対 して、中央政府 と社会

保 障基金政府 が扱 うのは どちらもお金で

あり、お金だけです。中央政府の場合には

大別 して2つ あって、1つ は現行の生活保

護 に当たる現金給付で、最低限の生活 を営

むのに所得が足 りないとい う場合に、税財

源 か ら直接 に所得 を保障 してい く制度で

す。社会保険 との関係 では、社会保険の拠

出が不十分で給付が受け られない人、ある

いは給付期間が切れたが低所得が続 く人、

あるいは何 らかの特別なニーズが あって

社会保険給付では最低生活 を賄 えない人

な どに対 して、現行の生活保護制度を相 当

に改 良 した公 的扶助 を行 うとい うのが1

つ。もう1つ は、住民にサー ビスや現物 を

給付す るべき地方政府に、その財力がない

とい う場合に、国全体 としての財政の調整

をしてい くとい うことを中央政府の役割

として考えてお ります。

それか ら社会保障基金政府の役割は、社

会保険の現金給付を扱 うこ とに限定 して

考 えてお り、む しろあえてニーズを判定や

査定 しない とい うところに特徴があ りま

す。いろいろ事情はあろうが、とい うこと

を一切度外視 して、保険の対象になってい

る 「事故」が発生 しているとい うこと、こ

の1点 の認定だけで、あらか じめ決 められ

た額や態様 の現金給付を行 うとい うもの

です。そこで、ここには地方政府が対応す

るよ うな意味での当事者運動 とのかかわ

り、あるいは当事者主権 とい うことは影が

薄 くなって くるとい うのはその とお りで

す。労働を通 じた社会参加 もニーズであ り、

そのニーズの充足 は社会保障基金政府 の

役割ではないのか、とい う米澤 さんの論点

も、大変に貴重です。

実際 にも雇用保険制度が、失業給付だけ

でなく職業訓練 と連携 しています。しか し、

雇用保険制度の枠内にとどめるとす ると、

諸外国に比べて短い給付 の期間が過 ぎた

ら、訓練 も受けられな くな ります。また学

卒後に職が見つか らなかった人、いままで

自営業だった人や専業主婦だった人には、

雇用保険料の拠出歴がないために、職業訓

練の機会を提供できない、とい うことにな

ります。やは り地方政府が、地場産業な ど

の地域の特徴にお うじて、労働 を通 じた社

会参加 のニーズに対応す る必要が大きい

と思います。

同時に、米澤 さんが非常に賢明にも指摘

して くださいま したよ うに、中央政府がナ

シ ョナル ・ミニマム、つま りこれ以下に下

がってはな らない生活の水準、その保障に

必要な金銭費用の水準な どを決 める際に、

この場合 には納税者 あるいは有権者 とい

う意味での当事者が、現在 よりももっと参

画 していくことが必要です。現在でも、い

ちお う有権者 の代表である国会議員が、行

政や財政 をコン トロールす ることになっ

ていますが、ご承知のよ うに大変心許ない

です。

社会保障基金政府 については、社会保険

料の負担者、とりわけ被保険者が、拠出や

給付の設計や水準、基金等の運営に、民主

的に選ばれて参画す る必要が あ ります。

「政府」とい うのはその意味です。現在は

社会保障基金政府 とは、国民経済計算の う

えだけの名称で、実体 は厚生労働省の特別

会計にすぎません。役所の 「隠れ蓑」とも

いわれる審議会の関与はあ りますが、それ

以外 にはほ とん ど国会の コン トロール も

受けず に、厚労省の役人や外郭機関の独立
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行政法人などが、拠出 ・給付の設定や積立

金の運用を担当 しています。サブプ ライ

ム・ローンの破綻に始まった金融危機 によ

る世界 同時株安のために、公的年金の積立

金の運用では、2008年 の秋の3カ 月間だ

けで4兆 円もの損失を出しま したが、だれ

一人 として責任 を問われないとい う
、全 く

無責任で民主的要素が皆無 の運営になっ

ています。それに対 して被保険者 も事業主

も、保険料の負担者 としてそれぞれの代表

を選 んで運営をコン トロール してい くと

い うことを考 えています。そ うしたことで

の 当事者のかかわ りが出て くると考えて

います。

さらに、そ うい う当事者のつかまえ方が、

本書のほかの章 と大沢の章 とでは違 うの

ではないか とい う論点を出 していただき

ました。これは私だけがお答 えすることで

もなく、さきほ ど上野さんがおっしゃった

本全体の構成や各章間のシナ ジーに関す

るご指摘ですので、後の総括のほ うに回 し

た らいいと思います。

もう1点 、私の章がほかの章 と多少違 う

ところは、ニーズのとらえ方について明示

的に 「潜在能力」アプローチを使っている

点です。潜在能力アプローチを使 う意味は、

ニーズが充足 されているとい う指標に、当

事者本人の満足 を決定的なメルクマール

としない、とい うことです。そ うい う意味

で、上野 さんが庇護ニーズと呼ばれたよう

なものをどう捉 えるかに関連 し、実はここ

で議論すれば相当controversia1に なっ

てきます。この点は、私 自身がこの共同研

究の終盤 になって よ うや く明確 に意識す

るよ うになったので、残念ながら執筆者の

皆 さん とあま り意見交換 をす る機会 がな

いまま本にな りま した。

上野 ありが とうございます。次の章が

広井良典 さんの章ですが、今回は10章 、

計9人 の著者の うち8人 までが ご参加い

ただけま したが、残念なが ら広井 さんだけ

が事情があってご参加いただけませんで

した。天谷 さんには残念ですが、この章の

リプライは省略 します。

そ うい うことで次は9章 以降をお願い

いた します。

大沢　 では第9章 「楽観 して よいはず

だ」について、立岩 さんのリプライをお願

い します。

立岩真也　 立岩です。いつも見かける

の と違 うと思われた方がいるか もしれま

せん。(笑)1年 半ぶ りにネクタイ をして、

それか ら昨 日髪 を切 りま した。それ でこ

んなな りを しています。 さっき上野 さん

は、僕が僕だ と気がつかなかったんです

けれ ども。(笑)こ れは別 にこの催 しに敬

意を表 してとい うわけではな くて、私の

親 しかった友人が亡 くなって今 日告別式

があって、そんな悲 しい理由からです。

いただいた コメン トについて、私が基

本的にどうい う構えでとい うか立脚点で

ものを言 っているのかとい うことを的確

に紹介 してくだ さったとい うことで、そ

れ以上加 えることはあ りません。僕 が実

際書かなか ったことも含 めて話 していた

だいたかと思います。

それに加 えて一部紹介 していただいた

ところもあ りますけれ ども、僕 は、徴収

とい うことに関 していえば強制的であ り、

なおかっ累進的である徴収が望ま しく、

そのことと、それを用いて各 自が例 えば

自発性 に基づきサー ビスを供給する とい

うことは何 ら矛盾 しない し、む しろ前者

が後者 を可能 にす るとい うことは確かに

述べています。

また同時に、徴収においては広 く大き
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い範 囲において徴収 され るのが望 ましく、

と同時に供給においては時によっては小

さな、非営利 も含 めた、あるいは非営利

が大きな役割を 占める組織 が提供す るの

がよい とい うことも述べています。 こう

いったことはすべて、べつに新 しくここ

で述 べた ことではな くて、私の ものでも

他の ものでもっ と長 く書いてあるものも

あ ります。

今 回それ を少 し詳 しくきちん と説明す

べ きかなとも思ったんです けれ ども、す

こ し違 ったことにい くらか分量をと りま

した。 この本は研究会 を踏 まえてできて

い るんですが、そこで現場 はこ うなって

い るとい う報告が幾度 もあ りま した。例

えば、本人がす ごく遠慮:深くて、本当は

こ うい うことを しなければい けないはず

なのに、本人が もういい と言って しま う

ことがあるとい うことです。 これ につい

てど う考 えるのか。他方、本人の言 うと

お りに した ら本人は幾 らで も要求 して し

ま うのではないか とい う懸念 も語 られ る

ことがあ ります。 これが 「当事者主権」

と整合す るのか。私は整合す ると思って

いますが。 この辺の記述を若干ふや して

あ りますので、そこの ところも見ていた

だければ と思います。それだけです。

あ とは、今回のものはそんなに長いも

のではなくて、例 えばケア、介護 に関す

る基本的なことは 『弱 くある自由へ』(青

土社 、2000年)と い う本 の全体の3分 の

2ぐ らい使 って書いてあ ります。そ うい

ったものを見ていただけれ ば、それで補

っていただけるか と思います。

あ とは宣伝 に して終わ りにします。私

は今 日、朝6時 に京都 を出てきたのです

が、いろいろな本 を持ってきま した。売

れないと京都 に持って帰 らない といけな

くて重た くて嫌 なので、帰 りに買って く

だ さい。(笑)3分 ぐらいでいきま したか

ね。 できるだけ時間を残 したいので以上

にします。あ りが とうございま した。

大沢　 ご協力 どうもあ りが とうござい

ました。最後に 「当事者主権の福祉戦略」

について、中西さんか らリプライいただき

ます。

中西正司　 ご紹介いただきま した中西

です。今 日はニーズ中心の社会サー ビスを

中心に、学者の皆 さんに、僕がつ くりたい

福祉社会についてそれぞれバ ックア ップ

していただ くような論文を書いていただ

いたと思っています。運動家 と学者 とが コ

ラボレーションして本 を出す とい うのは、

『当事者主権』か らや らせていただいてい

るんですけれ ども、我々の意見 とい うのは

やは り素人の意見だ とい うふ うに行政な

どは見やすい し、特に経済関係 の問題 にな

ると、我々は非常に疎 くてそ うい う知識が

必要だとい う意味では、今回の本はそれを

すべて満たす もので、有能な学者の皆 さん

に入 っていただいたので こうい う本を出

せたと思っています。

僕にコメン トをいただいた熊坂 さんは、

私が運動家で学者ではないのでほ とん ど

すべて甘めにコメン トをいただいたんだ

と思います。

どうや ってAARPの よ うな大 きな大

衆組織をつ くって政策転換 につなげるか

とい うことが、やは り日本の一番の課題だ

と思います。ニーズ中心 とい うのは、その

根底にある考え方で、家族のニーズとか介

助者のニ ーズとは違い、24時 間呼吸器 を

つけているよ うな重度障害者が心地よく

この社会で生きてい くためのものです。そ

のためには十分な福祉的財源 がなければ

いけない し、それを十分支えてくれる介助
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者が十分 な給料 をとって 自分の労働 を再

生産できなければいけない。介助者 とい う

のは家族 を養 えないよ うな賃金でや るべ

きではないと思います。

我々がスター トした ときは本 当にボラ

ンティア的な要素があ りま したけれ ども、

やは りこれ はモデルであって、社会的に続

けてい くためにはきちん とした対価 を正

当に受け取ってや るべきです。経済学的に

見て も福祉産業に投下す るお金が有効な

のか大企業に投下す るお金が有効なのか

とい うのは どちらも優劣つけがたい し、雇

用が生み出せ るのは福祉畑 しかない とい

う状況はあ ります。
一方で時代的に大 きく動いてきてい る

のは、国連で障害者 の権利条約が一昨年で

き、この中では合理的排除の欠如は差別で

あるとい うことが うたわれま した。自立生

活の(こ とを うたった)19条 の中には特

定の生活の場を強制 されず、地域の中で介

助な どの支援 を受けて暮 らす ことができ

るとい う条項が入 っています。ですから、

当然暮 らせるべ き人 に政府が合理的な配

慮 としての介護サー ビスを提供 しないの

であれば、それは差別であるとい うことで、

法廷で闘える権利法にな り得 るわけです。

介護 とい うのは人権の問題であ り、それを

権利 としてきちんと位置づ けていき、財政

的にもそれが当然義務的経費 として制度

が保障す るものにならなけれ ばいけない

だろう。それができるのは何かとい うと、

やは り国民の投票であるわけです。

AARPは3700万 の投票(権)を 持っ

ていて、50歳 以上のアメ リカ人は 〔医療

保険の有利 な契約 を結ぶために自由意志

で〕ほ とんどAARPの カー ドを持 ってい

ます。そ うい うことは中産階級までこの福

祉の対象だ とい うふ うに位置づ けている

わけです。ですからやは り選別的な福祉の

対象者 のみが運動 をや って も財政移転は

達成 されず、年金 とか介護 とか将来の生活

の保障、住宅を含めてきちん と政府が行 う

制度は、ユーザーユニオンができれば達成

できるでしょう。北欧諸国では老後になっ

た らみんなが年金生活をやれ るとい うこ

とは達成 されているわけですけれ ども、日

本でそれができないわけがない とい う意

味では、みんなの力 を合わせてぜひやって

いきたいと思います。
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